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第１章 

計画策定の目的と役割 

 

１－１１－１１－１１－１    計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的    

１－２１－２１－２１－２    計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割    
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第１章 計画策定の目的と役割 

１－１１－１１－１１－１    計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的計画策定の背景と目的    

魚沼市全体では、空き家数、空き家率ともに、経年的に減少傾向となっています。 

しかし、空き家を種類別に見ると、適切に管理されていると考えられる「賃貸用」「別荘等」

「売却用」の空き家が減少する一方で、管理が不十分で空き家問題の原因となるケースが多い

「その他の空き家」は増加しています。 

また、市が実施した空き家に関する独自調査（平成 26 年末時点）によると、空き家と判断

された物件の約４割が適正に管理されていない状況となっています。 

このような適正に管理されていない空き家は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼすとともに、冬期の積雪にともなう建物倒壊・落雪事故などの発生要因とな

ることから、管理不足の空き家の増加を抑制することが大きな課題となっています。 

一方で、国においては、空き家問題の深刻化や、全国の 400 を超える自治体で独自の空き家

条例が制定されていることなどを背景として、平成 26年 11 月に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」が公布されました。同法は、平成 27 年５月に全面施行され、これにより、空き

家等に関する対策を適切に講ずるよう努めることが、市町村の責務として位置づけられました。 

以上のような背景を踏まえ、本市における今後の空き家対策の方向性や施策展開のあり方等

を明らかにすることを目的として「魚沼市空家等対策計画」を策定しました。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年 11 月 27 ⽇法律第 127 号） 
（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与す

ることを目的とする。 

（市町村の責務） 
第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努

めるものとする。 
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１－２１－２１－２１－２    計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割計画の位置付けと役割    

「魚沼市空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）

第６条に位置づけられる空家等に関する対策についての計画（空家等対策計画）であり、本市

の上位計画である総合計画や各種計画との整合を図りつつ、現状や課題を踏まえ、今後の空き

家等に関する対策の方針や実施体制等を定めるものです。 

なお、本計画は、「魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」と整合し、連動

することにより、今後の空き家等に関する対策を総合的に推進するための計画として位置づけ

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚沼市空家等対策計画 
（空家等対策の推進に関する特別措置法・第６条） 
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魚沼市空き家等の適正管理 
及び有効活⽤に関する条例 

★法に基づく空家等に関する施策を推進する 

ために必要な事項 

★その他、「空家等対策計画」の実現に必要な事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

現状と課題 

 

２－１２－１２－１２－１    本市の現状本市の現状本市の現状本市の現状    

２－２２－２２－２２－２    本市における空き家の状況本市における空き家の状況本市における空き家の状況本市における空き家の状況    

２－３２－３２－３２－３    市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査    

２－４２－４２－４２－４    空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査    

２－５２－５２－５２－５    これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価    

２－２－２－２－６６６６    空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ    
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第２章 現状と課題 

２－１２－１２－１２－１    本市の現状本市の現状本市の現状本市の現状    

２－１－１ 人口推移と将来推計 

 

[データ解説] 

・平成 52 年（2040 年）の総人口は、25,556 人となり、平成 27 年比の約７割まで減少すると

予測されます。特に、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～65 歳未満）が大幅に減

少し、これまで続いてきた人口減少、少子高齢化がさらに加速すると予測されます。 

・平成 52 年（2040 年）の 15 歳未満人口は、2,442 人となり、平成 27 年比で 1,841 人（35.4％）

減少し、総人口に占める割合は、9.6％まで低下すると予測されます。 

・平成 52 年（2040 年）の 15～65 歳未満人口は、11,911 人となり、平成 27 年比で 8,831 人

（38.1%）減少し、総人口に占める割合は、46.6％まで低下すると予測されます。 

・平成 52 年（2040 年）の 65 歳以上人口は、11,203 人となり、平成 27年比で 1,077 人（9.0%）

減少しますが、総人口に占める割合は、43.8％まで上昇すると予測されます。 

 

図 1-1 年齢階層別人口の推移と将来推計 

資料：S60～H27 まで国勢調査、H32 以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成 25 年３月推計） 

S60

7,081人

14.7%

H27

12,280人

32.9%

H52

11,203人

43.8%

S60

30,801人

64.2%

H27

20,742人

55.6%

H52

11,911人

46.6%

S60

10,126人

21.1%

H27

4,283人

11.5%

H52

2,442人

9.6%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

（人） 実績値← →推計値

15151515歳未満人口歳未満人口歳未満人口歳未満人口

15151515～～～～65656565歳歳歳歳未満人口未満人口未満人口未満人口

65656565歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口

S60 総人口

48,009人

H52 総人口

25,556人

※S60とH27の総人口は、

年齢不詳を含む合計。

H27 総人口

37,352人

●●●●人口減少、少子高齢化がさらに加速人口減少、少子高齢化がさらに加速人口減少、少子高齢化がさらに加速人口減少、少子高齢化がさらに加速。。。。25252525 年後は年後は年後は年後は、４、４、４、４割以上が高齢者に。割以上が高齢者に。割以上が高齢者に。割以上が高齢者に。    
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２－１－２ 世帯構成 

（１）世帯数・世帯人員 

 

[データ解説] 

・世帯人員の減少を背景に増加してきた世帯数は、平成17年をピークに減少に転じています。 

 

図 1-2 世帯数・世帯人員 

資料：国勢調査 

  

48,009
47,394

46,490

45,386

43,555

40,361

37,352

12,409 12,561
12,968

13,393 13,626
13,075 12,833

3.87

3.77

3.58

3.39

3.20

3.09

2.91

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

(人/世帯)

(人・世帯)

人口 世帯数 世帯人員

●●●●世帯世帯世帯世帯規模は規模は規模は規模は縮小傾向。縮小傾向。縮小傾向。縮小傾向。世帯数は平成世帯数は平成世帯数は平成世帯数は平成 17171717 年をピークに減少年をピークに減少年をピークに減少年をピークに減少局面に局面に局面に局面に移行。移行。移行。移行。    
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（２）家族類型別一般世帯数 

 

[データ解説] 

・「三世代同居」が減少する一方で、「単身」「夫婦のみ」「ひとり親世帯」といった小規模な世

帯が増加しており、世帯の小規模化が進んでいます。 

 

図 1-3 家族類型別一般世帯数 

資料：国勢調査 

（３）高齢者世帯 

 

[データ解説] 

・「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢者のみ世帯」が増加しています。 

 

図 1-4 高齢者を含む世帯数 

資料：国勢調査 

16.8%

19.6%

19.6%

22.6%

16.2%

16.6%

17.7%

18.3%

8.0%

8.7%

10.2%

10.7%

23.0%

22.2%

22.1%

22.1%

29.3%

25.8%

22.4%

18.6%

6.7%

7.1%

8.0%

7.7%

0% 25% 50% 75% 100%

H12

H17

H22

H27

単身 夫婦のみ ひとり親世帯 夫婦と子ども 三世代同居 その他

4.8%

6.5%

7.8%

10.5%

8.6%

9.4%

10.6%

11.7%

41.6%

41.0%

40.7%

38.9%

45.0%

43.2%

40.9%

38.9%

0% 25% 50% 75% 100%

H12

H17

H22

H27

高齢単身 高齢夫婦 高齢者を含む 高齢者を含まない

●●●●「三世代同居」が減少する一方で「単身」「三世代同居」が減少する一方で「単身」「三世代同居」が減少する一方で「単身」「三世代同居」が減少する一方で「単身」「夫婦のみ」「ひとり親「夫婦のみ」「ひとり親「夫婦のみ」「ひとり親「夫婦のみ」「ひとり親世帯世帯世帯世帯」」」」が増加が増加が増加が増加。。。。    

●●●●「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢者のみ「高齢者のみ「高齢者のみ「高齢者のみ世帯世帯世帯世帯」」」」が増加。が増加。が増加。が増加。    
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２－１－３ 地域別の動向 

（１）人口規模（H27） 

 

[データ解説] 

・人口が最も多い地域は、小出地域（11,166

人、29.9％）となっており、次いで堀之内

地域（7,941 人、21.3％）、広神地域（7,515

人、20.1％）の順となっており、この３地

域に全人口の約７割の人口が集積してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口減少率（H27/H22） 

 

[データ解説] 

・平成 22 年と平成 27 年の人口を比較する

と、全地域で人口が減少しています。 

・湯之谷地域（-4.9％）や小出地域（-5.2％）

では、人口の減少が比較的緩やかですが、

市域北部に位置する入広瀬地域（-14.8％）

や守門地域（-12.9％）では、人口の減少率

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

●●●●人口の人口の人口の人口の約約約約７７７７割割割割は、「は、「は、「は、「小出小出小出小出地域地域地域地域」「堀之内」「堀之内」「堀之内」「堀之内地域地域地域地域」」」」「広「広「広「広神地域神地域神地域神地域」」」」にににに集積。集積。集積。集積。    

●●●●人口人口人口人口はははは全全全全地域地域地域地域でででで減少減少減少減少しており、しており、しており、しており、特に特に特に特に「「「「入広瀬地域」「守門入広瀬地域」「守門入広瀬地域」「守門入広瀬地域」「守門地域地域地域地域」」」」の減少率が高い。の減少率が高い。の減少率が高い。の減少率が高い。    

図 1-5 地域別人口（H27） 

資料：国勢調査 

図 1-6 地域別人口減少率（H27/H22） 

資料：国勢調査 
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（３）世帯数減少率（H27/H22） 

 

[データ解説] 

・平成22年と平成27年の人口を比較すると、

全地域で人口が減少しています。 

・小出地域（-0.1％）や広神地域（-0.1％）、

湯之谷地域（-0.2％）、堀之内地域（-2.8%）

では、世帯数の減少が比較的緩やかですが、

市域北部に位置する入広瀬地域（-9.6％）

や守門地域（-7.2％）では、世帯数の減少

率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）高齢化率（H27） 

 

[データ解説] 

・湯之谷地域（28.7％）、小出地域（31.0％）、

広神地域（32.3％）の３地域は、市平均値

（32.9％）を下回っていますが、堀之内地

域（33.4％）、守門地域（40.5％）、入広瀬

地域（46.4％）は、市平均値を上回ってお

り、特に市域北部エリアに位置する入広

瀬地域、守門地域の高齢化率が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

●●●●世帯数世帯数世帯数世帯数はははは全全全全地域地域地域地域でででで減少減少減少減少しており、しており、しており、しており、特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。    

●●●●「入広瀬「入広瀬「入広瀬「入広瀬地域地域地域地域」「」「」「」「守門地域」守門地域」守門地域」守門地域」のののの高齢化率が高齢化率が高齢化率が高齢化率が高い高い高い高い。。。。    

図 1-7 地域別世帯数減少率（H27/H22） 

資料：国勢調査 

図 1-8 地域別高齢化率（H27） 

資料：国勢調査 
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２－２２－２２－２２－２    本市における空き家の状況本市における空き家の状況本市における空き家の状況本市における空き家の状況    

２－２－１ 空き家の推移 

 

[データ解説] 

・全体では、空き家数、空き家率ともに、経年的に減少傾向となっており、平成 25 年時点の

空き家率は 10.5％となっています。 

・空き家を種類別に見ると、適切に管理されていると考えられる「賃貸用」「別荘等」「売却用」

の空き家数は減少していますが、管理が不十分で空き家問題の原因となるケースが多い「そ

の他の空き家」は増加しています。 

 

図 2-1 空き家率の推移 

 

図 2-2 種類別空き家数の推移 

資料：住宅・土地統計調査 

■空き家の種類 

【売却用】新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅。 

【別荘等】週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでい

ない住宅や、ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、

たまに寝泊まりしている人がいる住宅。 

【賃貸用】新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅。 

【その他】上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわ

たって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。 

  

14,960

14,020

1,590 1,470

10.6% 10.5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H20 H25

（戸）
住宅総数 空き家 空き家率

その他, 770

その他, 790

賃貸用, 630
賃貸用, 540

別荘等, 160

別荘等, 120

売却用, 30

売却用, 20

0

500

1,000

1,500

2,000

H20 H25

(戸)

1,590戸 1,470戸

●●●●全全全全住宅住宅住宅住宅の約の約の約の約１割が空き家で、１割が空き家で、１割が空き家で、１割が空き家で、「その他「その他「その他「その他の空き家」が増加傾向。の空き家」が増加傾向。の空き家」が増加傾向。の空き家」が増加傾向。    
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２－２－２ 空き家の腐朽・破損の状況 

 

[データ解説] 

・空き家全体の 15.8％（230 戸）が、腐朽・破損のある不良空き家となっています。 

・不良空き家を種類別に見ると、その 79.2％（190 戸）を「その他の空き家」が占めています。 

 

 

図 2-3 空き家の腐朽・破損の状況 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 種類別の腐朽・破損の状況 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

※）住宅・土地統計調査は抽出調査であり、また、統計表ごとに四捨五入処理（10 戸単位）が行われて

いるため、合計値が合わない場合があります。  

腐朽・破損あり, 

230戸, 15.8%

腐朽・破損なし, 

1,230戸, 84.2%

別荘等, 30戸, 

12.5%

賃貸用, 20戸, 

8.3%

その他, 190戸, 

79.2%

●●●●空き家の空き家の空き家の空き家の約約約約 16161616％が不良空き家。その％が不良空き家。その％が不良空き家。その％が不良空き家。その約約約約 79797979％％％％は「は「は「は「その他の空き家その他の空き家その他の空き家その他の空き家」」」」。。。。    

不良空き家（腐朽・破損あり） 30 戸 

普通・良質空き家 100 戸 

居住している住宅 

居

住

し

て

い

な

い

住

宅

＝

空

き

家

 

賃貸用 

普通・良質空き家 

住

 
 

宅

 

その他 

不良空き家（腐朽・破損あり） 

普通・良質空き家 

一時現在者のみの住宅・建築中 

14,020 戸 

12,470 戸 

80 戸 

540 戸 

790 戸 

1,470 戸 

530 戸 

190 戸 

590 戸 

普通・良質空き家 20 戸 

不良空き家（腐朽・破損あり） 
20 戸 

別荘等 

120 戸 

売却用 

20 戸 

不良空き家の種類別割合 腐朽・破損の有無 

不良空き家 
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２－２－３ 空き家の建築時期の状況 

 

[データ解説] 

・不良空き家は、築後 25年以上経過（平成２年以前に建築）した空き家で多く見られます。 

・市内の住宅ストックのうち、全体の６割近くが築後 25 年以上経過していることから、今後

も不良空き家の増加が懸念されます。 

 

図 2-5 住宅の腐朽・破損の状況 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

 

図 2-6 築年数別住宅割合 

資料：平成 25 年住宅・土地統計調査 

  

10.0%

(60戸)

11.4%

(130戸)

11.3%

(320戸)

5.0%

(130戸)

2.1%

(30戸)

1.0%

(10戸)

90.0%

(540戸)

88.6%

(1,010戸)

88.7%

(2,510戸)

95.0%

(2,460戸)

97.9%

(1,390戸)

100.0%

(1,490戸)

99.0%

(990戸)

100.0%

(1,060戸)

100.0%

(300戸)

0%

25%

50%

75%

100%

S35以前 S36～

45年

S46～

55年

S56～

H2年

H3～

7年

H8～

12年

H13～

17年

H18～

22年

H23～

25年9月

腐朽・破損あり 腐朽・破損なし

昭和45年以前, 

14.0%

昭和46年～

55年, 

22.8%

昭和56年～

平成２年, 

20.8%

平成３年～

12年, 

23.4%

平成13年～

25年９月, 

19.0%

●●●●築築築築 25252525 年以上年以上年以上年以上経過経過経過経過した空き家のした空き家のした空き家のした空き家の不良空き家率不良空き家率不良空き家率不良空き家率がががが高い。高い。高い。高い。    
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２－３２－３２－３２－３    市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査市内空き家等実態調査（平成（平成（平成（平成 26262626 年末時点）年末時点）年末時点）年末時点）    

２－３－１ 管理状況 

 

[データ解説] 

・市が実施した空き家に関する独自調査（平成 26年末時点）

によると、管理状況を判定した空き家物件 309 件のうち、

約４割（123 件）の空き家が適正に管理されていない状況

となっています。 

・適正に管理されていない空き家の状況を地区別に見ると、

小出地区（38件、53.5％）で多く見られます。 

 

 

 

 

 

図 2-8 地区別の空き家の管理状況 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 

表 2-1 空き家の管理状況（資料：平成 26 年度 空き家調査結果）        単位：件 

 

  

30件

33件
35件

31件

41件

16件

11件

29件

19件

14件

9件

3件

7件

9件

1件

7件

9件

5件

0

10

20

30

40

50

60

70

80

堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

（件）

適正管理 少しは管理 管理せず

管理せず 7 (14.6%) 9 (12.7%) 1 (1.8%) 7 (13.5%) 9 (15.3%) 5 (20.8%) 38 (12.3%)

少しは管理 11 (22.9%) 29 (40.8%) 19 (34.5%) 14 (26.9%) 9 (15.3%) 3 (12.5%) 85 (27.5%)

適正管理 30 (62.5%) 33 (46.5%) 35 (63.6%) 31 (59.6%) 41 (69.5%) 16 (66.7%) 186 (60.2%)

合計 48 (100%) 71 (100%) 55 (100%) 52 (100%) 59 (100%) 24 (100%) 309 (100%)

合計堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

●●●●空き家空き家空き家空き家の約４の約４の約４の約４割割割割は、適正には、適正には、適正には、適正に管理されていない管理されていない管理されていない管理されていない。。。。    

適正に管理さ

れている, 191

件, 58.4%

少しは管理さ

れている, 85

件, 26.0%

管理されてい

ない, 51件, 

15.6%

図 2-7 空き家の管理状況 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 

適正管理, 

186件, 

60.2%

少しは管理, 

85件, 27.5%

管理せず, 

38件, 

12.3%
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２－３－２ 危険度 

 

[データ解説] 

・市が実施した空き家に関する独自調査（平成 26年末時点）

によると、危険度を判定した空き家物件 307 件のうち、約

３割（93 件）の空き家は危険な状況を引き起こす懸念があ

る状況となっています。 

・危険な状況を引き起こす懸念がある空き家の状況を地区別

に見ると、小出地区（50件、70.4％）で多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 地区別の空き家の危険度 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 

表 2-2 空き家の危険度（資料：平成 26 年度 空き家調査結果）         単位：件 

 

  

41件

21件

54件

35件

49件

14件

2件

50件

14件

10件

8件

3件

1件

3件

2件

0

10

20

30

40

50

60

70

80

堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

（件）

危険性は低いと思われる 状況により被害がありえる 重大な被害が予想される

重大な被害が予想される 3 (6.5%) 0 (0.0%) 1 (1.8%) 3 (5.8%) 0 (0.0%) 2 (8.3%) 9 (2.9%)

状況により被害がありえる 2 (4.3%) 50 (70.4%) 0 (0.0%) 14 (26.9%) 10 (16.9%) 8 (33.3%) 84 (27.4%)

危険性は低いと思われる 41 (89.1%) 21 (29.6%) 54 (98.2%) 35 (67.3%) 49 (83.1%) 14 (58.3%) 214 (69.7%)

合計 46 (100%) 71 (100%) 55 (100%) 52 (100%) 59 (100%) 24 (100%) 307 (100%)

合計堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

●●●●空き家空き家空き家空き家の約３割は、危険な状況をの約３割は、危険な状況をの約３割は、危険な状況をの約３割は、危険な状況を引き起こす懸念がある引き起こす懸念がある引き起こす懸念がある引き起こす懸念がある。。。。    

危険性は低い

と思われる, 

214件, 69.7%

状況により被害

がありえる, 

84件, 27.4%

重大な被害が

予想される, 

9件, 2.9%

図 2-9 空き家の危険度 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 
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２－３－３ 老朽度 

 

[データ解説] 

・市が実施した空き家に関する独自調査（平成 26年末

時点）によると、老朽度を判定した空き家物件 306

件のうち、約４分の１（75 件）の空き家は何らかの

損壊がみられる状況となっています。 

・何らかの損壊がみられる空き家の状況を地区別に見

ると、守門地区（18 件、30.5％）で多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 地区別の空き家の危険度 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 

表 2-3 空き家の老朽度（資料：平成 26 年度 空き家調査結果）         単位：件 

 

  

33件

55件

51件

36件

41件

15件

4件

9件

2件

8件

15件

4件

8件

6件

2件

7件

2件

4件

1件

1件

1件

1件

0

10

20

30

40

50

60

70

80

堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

（件）

目立った損壊なし 一部損壊あるが構造的ダメージなし

損壊あるが傾き確認できず 倒壊の恐れあり

倒壊の恐れあり 1 (2.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.9%) 1 (1.7%) 1 (4.2%) 4 (1.3%)

損壊あるが

傾き確認できず

8 (17.4%) 6 (8.6%) 2 (3.6%) 7 (13.5%) 2 (3.4%) 4 (16.7%) 29 (9.5%)

一部損壊あるが

構造的ダメージなし

4 (8.7%) 9 (12.9%) 2 (3.6%) 8 (15.4%) 15 (25.4%) 4 (16.7%) 42 (13.7%)

目立った損壊なし 33 (71.7%) 55 (78.6%) 51 (92.7%) 36 (69.2%) 41 (69.5%) 15 (62.5%) 231 (75.5%)

合計 46 (100%) 70 (100%) 55 (100%) 52 (100%) 59 (100%) 24 (100%) 306 (100%)

合計堀之内 小出 湯之谷 広神 守門 入広瀬

●●●●空き家空き家空き家空き家の約４分のの約４分のの約４分のの約４分の１１１１は、何らかの損壊がは、何らかの損壊がは、何らかの損壊がは、何らかの損壊がみられるみられるみられるみられる。。。。    

目立った損壊なし, 

231件, 75.5%

一部損壊あるが

構造的ダメージ

なし, 

42件, 13.7%

損壊あるが傾き

確認できず, 

29件, 9.5%

倒壊の恐れあり, 

4件, 1.3%

図 2-11 空き家の危険度 

資料：平成 26 年度 空き家調査結果 
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２－４２－４２－４２－４    空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査    

２－４－１ 調査概要 

・魚沼市民のご意見を本計画に反映するために、アンケート調査を実施しました。 

・本アンケートは、魚沼市が実施した平成 26 年度空き家調査において、地元からの情報提供

等により空き家と判定された物件を対象に実施しました。 

■調査概要 

実施期間 平成 28 年 10 月８日（土）～1１月８日（火） 

対象者 空き家所有者 268 名（市内空き家等実態調査を基に抽出） 

配布 268 通 

回収 192 通 

回収率 71.6％ 

２－４－２ アンケート結果 

（１）空き家としての実体の有無（建物の利用状況） 

 

[データ解説] 

・「空き家としての実体の有無（建物の利用状況）」

は、「１年に数回程度（39.6％）」と答えた方が最

も多く、次いで「特に利用なし（31.8％）」「常時

利用（21.4％）」「数年に１回程度（4.7％）」とな

っています。 

・全体の約３分の１の物件は、ほとんど利用されて

いない状況となっており、空き家に該当します。 

 

 

 

 

 

  

●●●●対象物件のうち、対象物件のうち、対象物件のうち、対象物件のうち、約約約約３分の１３分の１３分の１３分の１のののの物件物件物件物件が空き家が空き家が空き家が空き家に該当に該当に該当に該当。。。。    

常時利用, 

41件，

21.4%

１年に数回程度, 

76件，39.6%

数年に１回程度, 

9件，4.7%

特に利用なし, 

61件, 31.8%

取り壊し済み・

売却済み, 

5件， 2.6%

■建物の利用状況 

（Ｎ＝192） 
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（２）空き家以外の利用状況（建物の用途） 

 

[データ解説] 

・空き家ではない（年に数回以上利用されている）物件

の「建物の用途」は、「セカンドハウス等（42.7％）」

と答えた方が最も多く、次いで「倉庫・物置（27.4％）」

「居住用（21.4％）」「人に貸している（2.6％）」とな

っており、セカンドハウスや倉庫・物置としての利

用が多くなっています。 

 

 

 

 

（３）空き家化の要因（建物を利用していない理由） 

 

[データ解説] 

・ほとんど利用されていない状況となっている空き家に該当する物件の「空き家化の要因（建

物を利用していない理由）」は、「長期不在（36.4％）」と答えた方が最も多く、次いで「相続

したが利用していない（34.8％）」「別の家に住み替えた（18.2％）」「居住用に取得したが住

んでいない（12.1％）」となっており、「長期不在」「相続」をきっかけに空き家になるケー

スが多くなっています。 

 

※セカンドハウス 

別荘や別宅のこと。  

■建物を利用していない理由（複数回答）

選択肢 回答数 割合

長期不在

(施設入所、入院、転勤等)

24 36.4%

相続したが利用していない 23 34.8%

別の家に住み替えた 12 18.2%

居住用に取得したが住んで

いない

8 12.1%

借家だったが借り手がいな

くなった

0 0.0%

その他 7 10.6%

無回答 4 6.1%

総計 78 - Ｎ＝66（回答者数（70）-無回答（4））

36.4%

34.8%

18.2%

12.1%

0.0%

10.6%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

●●●●空き家以外の物件は空き家以外の物件は空き家以外の物件は空き家以外の物件は、、、、セカンドハウスセカンドハウスセカンドハウスセカンドハウス

※※※※

や倉庫・物置としての利用が多いや倉庫・物置としての利用が多いや倉庫・物置としての利用が多いや倉庫・物置としての利用が多い。。。。    

●●●●「長期不在」「「長期不在」「「長期不在」「「長期不在」「相続相続相続相続」」」」をきっかけに空き家になるケースが多いをきっかけに空き家になるケースが多いをきっかけに空き家になるケースが多いをきっかけに空き家になるケースが多い。。。。    

居住用,25件，

21.4%

倉庫・物置, 

32件，27.4%

セカンドハウス

等, 50件，42.7%

人に貸している, 

3件，2.6%

その他, 7件，6.0%

■建物の用途 

（Ｎ＝117） 
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（４）空き家になってからの経過年数 

 

[データ解説] 

・「空き家になってからの経過年数」は、「５年未満

（37.1％）」と答えた方が最も多く、次いで「５～10 年未

満（34.3％）」「10～20 年未満（20.0％）」「20 年以上

（2.9％）」となっており、空き家になって 10 年未満の物

件が多くなっています。 

 

 

 

（５）空き家等の管理体制 

 

[データ解説] 

・「空き家等の管理体制」は、「所有者、家族、親

族（64.3％）」と答えた方が最も多く、次いで

「誰も管理していない（20.0％）」「近所の人や

友人など（4.3％）」「専門の建築業者（2.9％）」

となっており、約２割の物件は、誰も管理して

いない状況です。 

 

 

（６）空き家等の管理頻度 

 

[データ解説] 

・「空き家等の管理頻度」は、「１年に数

回程度（42.9％）」と答えた方が最も

多く、次いで「ほとんど何もしていな

い（28.6％）」「２～３ヶ月に１回

（12.9％）」「月に１回以上（5.7％）」

「週に１回以上（2.9％）」「数年に１

回程度（2.9％）」となっており、「１

年に数回程度～ほとんど何もしてい

ない」ケースが多くなっています。  

●●●●空き家になって空き家になって空き家になって空き家になって 10101010 年未満の物件年未満の物件年未満の物件年未満の物件が多いが多いが多いが多い。。。。    

●●●●約２約２約２約２割割割割のののの物件は物件は物件は物件は、誰も、誰も、誰も、誰も管理管理管理管理してしてしてしていない状況いない状況いない状況いない状況。。。。    

●●●●空き家の空き家の空き家の空き家の管理は「管理は「管理は「管理は「１１１１年年年年に数回程度に数回程度に数回程度に数回程度～ほとんど何もしていない～ほとんど何もしていない～ほとんど何もしていない～ほとんど何もしていない」」」」ケースが多いケースが多いケースが多いケースが多い。。。。    

週に１回以上, 

2件，2.9%

月に１回以上, 

4件，5.7%

２～３ヶ月

に１回, 

9件，12.9%

１年に数回程度, 

30件，42.9%数年に１回程度, 

2件，2.9%

ほとんど何も

していない, 

20件，28.6%

無回答, 

3件，4.3%

5年未満, 

26件，

37.1%

5～10年未満, 

24件，34.3%

10～20年未満, 

14件，20.0%

20年以上, 

2件，2.9%

無回答, 4件，5.7%

■管理体制 

（Ｎ＝70） 

■経過年数 

（Ｎ＝70） 

■管理頻度 

（Ｎ＝70） 

所有者、家族、

親族, 

45件，64.3%
近所の人や

友人など, 

3件，4.3%

専門の建築業者, 

2件，2.9%

誰も管理して

いない, 

14件，20.0%

その他, 

5件，7.1%

無回答, 

1件，1.4%
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（７）維持管理面での困りごと 

 

[データ解説] 

・「維持管理面での困りごと」は、「冬期の除雪の負担が大きい（63.2％）」と答えた方が最も

多く、次いで「遠方に住んでおり維持管理が困難（45.6％）」「業者に委託する資金が不足

（30.9％）」「高齢のため維持管理が困難（23.5％）」「近隣から苦情がある（19.1％）」「敷地

が雑草やごみで溢れている（17.6％）」「維持管理の委託先が分からない（13.2％）」「特に困

っていない（11.8％）」となっており、空き家の冬期除雪や維持管理にかかる時間・資金・

人材の確保が課題となっています。 

 

  

■維持管理面での困りごと（複数回答）

選択肢 回答数 割合

冬期の除雪の負担が大きい 43 63.2%

遠方に住んでおり維持管理

が困難

31 45.6%

業者に委託する資金が不足 21 30.9%

高齢のため維持管理が困難 16 23.5%

近隣から苦情がある 13 19.1%

敷地が雑草やごみで溢れて

いる

12 17.6%

維持管理の委託先が分から

ない

9 13.2%

特に困っていない 8 11.8%

建物の老朽化による倒壊等

が心配

0 0.0%

その他 2 2.9%

無回答 2 2.9%

総計 157 - Ｎ＝68（回答者数（70）-無回答（2））

63.2%

45.6%

30.9%

23.5%

19.1%

17.6%

13.2%

11.8%

0.0%

2.9%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

●●●●空き家の空き家の空き家の空き家の冬期冬期冬期冬期除除除除雪雪雪雪や維持管理にかかる時間や維持管理にかかる時間や維持管理にかかる時間や維持管理にかかる時間・資金・・資金・・資金・・資金・人材の人材の人材の人材の確保が確保が確保が確保が課題課題課題課題。。。。    
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（８）空き家等の利活用意向 

 

[データ解説] 

・「空き家等の利活用意向」は、「利活用したくな

い、できない（38.6％）」と答えた方が最も多

く、次いで「条件次第で利活用したい

（37.1％）」「将来的には利活用したい

（21.4％）」「利活用の予定がある（1.4％）」と

なっており、回答者の約６割は何らかの利活

用意向がみられます。 

 

 

（９）利活用の方向性 

 

[データ解説] 

・「利活用の方向性」は、「売却用の住宅（64.3％）」と答えた方が最も多く、次いで「利活用の

方針は決まっていない（31.0％）」「賃貸用の住宅（21.4％）」「建物を除却して跡地を有効活

用（21.4％）」「別荘やセカンドハウス（19.0％）」「市で広場等として利用してほしい（16.7％）」

などの意見が多くなっており、物件の売却・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意

見が多くなっています。 

 

■利活用の方向性（複数回答）

選択肢 回答数 割合

売却用の住宅(人に売りたい) 27 64.3%

利活用の方針は決まっていない 13 31.0%

賃貸用の住宅(人に貸したい) 9 21.4%

建物を除却して跡地を有効活用 9 21.4%

別荘やセカンドハウス 8 19.0%

市で広場等として利用してほしい 7 16.7%

子どもが独立した後に住む住宅 4 9.5%

倉庫・物置 4 9.5%

事務所や作業所などの仕事場 4 9.5%

集会場など地域のための場所 4 9.5%

自分が住む住宅 3 7.1%

親族が住む住宅　 3 7.1%

店舗 0 0.0%

その他 5 11.9%

無回答 0 0.0%

総計 100 - Ｎ＝42（回答者数（42）-無回答（0））

64.3%

31.0%

21.4%

21.4%

19.0%

16.7%

9.5%

9.5%

9.5%

9.5%

7.1%

7.1%

0.0%

11.9%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

●●●●回答者の回答者の回答者の回答者の約６約６約６約６割は何らかの割は何らかの割は何らかの割は何らかの利活用利活用利活用利活用意向意向意向意向ががががある状況ある状況ある状況ある状況。。。。    

●●●●物件の売却物件の売却物件の売却物件の売却・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意見が多い・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意見が多い・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意見が多い・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意見が多い。。。。    

利活用の予定がある, 

1件，1.4%

将来的には利

活用したい, 

15件，21.4%

条件次第で利活用したい, 

26件，37.1%

利活用したくない、

できない, 

27件，38.6%

無回答, 

1件，1.4%

■利活用意向 

（Ｎ＝70） 
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（10）利活用したくない、利活用できない理由 

 

[データ解説] 

・「利活用したくない、利活用できない理由」は、「経済的理由で利活用等が難しい（44.4％）」

と答えた方が最も多く、次いで「修繕や清掃等、他人に貸すための準備ができない（33.3％）」

「高齢のため利活用することが難しい（33.3％）」「どこに相談したら良いか分からない

（25.9％）」「権利者が複数いるため、自分だけでは決められない（14.8％）」「空き家の利活

用に対して関心がない（14.8％）」「借地を地主に返す必要がある（11.1％）」などの意見が

多くなっており、経済的な理由に加えて、年齢面や相談体制等が利活用の課題となっていま

す。 

 

  

■利活用したくない、利活用できない理由（複数回答）

選択肢 回答数 割合

経済的理由で利活用等が難

しい

12 44.4%

修繕や清掃等、他人に貸す

ための準備ができない

9 33.3%

高齢のため利活用すること

が難しい

9 33.3%

どこに相談したら良いか分

からない

7 25.9%

権利者が複数いるため、自

分だけでは決められない

4 14.8%

空き家の利活用に対して関

心がない

4 14.8%

借地を地主に返す必要があ

る

3 11.1%

資産としてこのまま保有し

ていたい

2 7.4%

他人に貸すことに不安があ

る

1 3.7%

その他 5 18.5%

無回答 0 0.0%

総計 56 - Ｎ＝27（回答者数（27）-無回答（0））

44.4%

33.3%

33.3%

25.9%

14.8%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

18.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

●●●●経済的な理由経済的な理由経済的な理由経済的な理由に加えて、に加えて、に加えて、に加えて、年齢面や相談体制等年齢面や相談体制等年齢面や相談体制等年齢面や相談体制等がががが利活用の利活用の利活用の利活用の課題課題課題課題。。。。    
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（11）空き家に対する支援策 

 

[データ解説] 

・「空き家に対する支援策」は、「空き家を取り壊すための支援（56.7％）」と答えた方が最も

多く、次いで「冬期の除雪に対する支援（53.7％）」「公的な支援策に関する情報提供（43.3％）」

「賃貸・売買するための仲介支援（41.8％）」「利活用する際のリフォーム支援（17.9％）」

などの意見が多くなっており、経済的な支援に加えて、情報提供や物件の仲介支援を希望す

る意見が多くなっています。 

 

  

■空き家に対する支援策（複数回答）

選択肢 回答数 割合

空き家を取り壊すための支

援

38 56.7%

冬期の除雪に対する支援 36 53.7%

公的な支援策に関する情報

提供

29 43.3%

賃貸・売買するための仲介

支援

28 41.8%

利活用する際のリフォーム

支援

12 17.9%

特にない 5 7.5%

建築・不動産の専門家の紹

介

3 4.5%

地域の活動拠点として活用

するための支援

2 3.0%

飲食店などの店舗として活

用するための支援

0 0.0%

その他 4 6.0%

無回答 3 4.5%

総計 160 - Ｎ＝67（回答者数（70）-無回答（3））

56.7%

53.7%

43.3%

41.8%

17.9%

7.5%

4.5%

3.0%

0.0%

6.0%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

●●●●経済的な支援経済的な支援経済的な支援経済的な支援に加えて、情報に加えて、情報に加えて、情報に加えて、情報提供や物件の提供や物件の提供や物件の提供や物件の仲介支援仲介支援仲介支援仲介支援を希望するを希望するを希望するを希望する意見が多い意見が多い意見が多い意見が多い。。。。    
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２－２－２－２－５５５５    これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価    

空き家対策の３つの段階（「管理不全」「活用・流通」「予防」）ごとに、これまでの空き家対

策に関する実績評価を実施します。 

２－５－１ 管理不全対策 

空き家対策の内容 これまでの取組 
実績評価 

１．除却等に

対する支

援 

①不良空き家等の除却にか

かる解体工事費補助 

・特に実績なし。 

× 

取組実績なし 

②不良空き家を解体した場

合の固定資産税の減免 

・特に実績なし。 

２．空き家条

例の適正

運用 

①空き家条

例の活用 

・空き家条

例の策定 

・平成 24 年 10 月に「魚沼市空き家等

の適正管理及び有効活用に関する

条例」を制定。 

○ 

条例制定済み 

・所有者へ

の働きか

け 

・「助言・指導 → 勧告 → 命令」の順

で通知を発送。 

・緊急安全

措置 

・緊急に危険を回避する必要がある場

合、警察等関係機関と連携して必要

な措置を講ずる。 

・代執行 ・命令を履行せず他の手段で命令を履

行させることが困難で、放置すると

周辺の生活環境に深刻な影響を与

える場合に代執行を行う。 
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２－５－２ 活用・流通対策 

空き家対策の内容 これまでの取組 
実績評価 

１．空き家の

有効活用 

①自治会、ＮＰＯ等との連

携 

・特に実績なし。 

○ 

空き家バンクや 

各種補助制度 

あり 

②空き家バンク ・平成 27 年 10 月から制度開始。市が

売買・賃貸情報を紹介し、宅建協会

が売買・賃貸の交渉や契約を行う。 

・登録された空き家は市のホームペー

ジ・役所窓口で紹介し、ふるさと回

帰支援センター等にも情報提供。 

③魚沼市独自の補助金 ・「魚沼市定住促進事業補助金」 

【内容】空き家バンク制度に登録さ

れた住宅への家賃補助 

【対象】個人 

・「魚沼市定住促進事業補助金」 

【内容】空き家バンク制度に登録さ

れた住宅等の住宅購入補

助 

【対象】個人または市内に本支店等

を置く事業者 

・「魚沼市新規起業等にぎわい創出支

援事業」 

【内容】空き家店舗に新規入居し事

業を営む場合の店舗賃借

料等を補助 

・「魚沼市新規就農者支援制度」 

【内容】農水省や日本公庫の支援制

度に魚沼市が追加支援す

る家賃補助 

【対象】ＵＪＩターン者 

２．跡地・空

き地の有

効活用 

①地域による跡地活用支援 ・特に実績なし。 

× 

取組実績なし 
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２－５－３ 予防対策 

空き家対策の内容 これまでの取組 
実績評価 

１.空き家の

早期発見・

把握 

①行政主導の空き家調査 ・平成 26 年度に市内一斉調査を実施

（今後は未定）。 
○ 

実態調査実施 ②地域と連携した事態把握 ・苦情による実態把握に随時対応。 

２.所有者へ

の働きか

け 

①意識啓発 ・個別相談に対して随時対応。 

・空き家所有者向けアンケートと併せ

て空き家バンクパンフレット送付。 

△ 

個別相談が主 

②各種相談

サービス

の活用 

・市の相談

窓口 

・市民の不安、疑問、悩みごと等、問

題解決のアドバイス実施や専門の

相談機関を紹介。 

・弁護士に

よる相談 

・魚沼市社会福祉協議会の事業。法律

的な相談を受けたい人に対して、新

潟県弁護士会の弁護士が無料でア

ドバイスを実施。 

・宅建協会

による相

談 

・新潟県宅地建物取引業協会（魚沼支

部）が常設の無料相談所を開設。 

・売買、賃貸、管理、解体等有効活用

について総合的に対応。 

３.地域と連携した空き家の維持管理 ・２つのコミュニティ協議会と１つの

連合自治会が雪下ろしを実施（活動

に対する補助金あり）。 

・通常の維持管理（除草や風通し等）

は対象外。 

△ 

冬期雪対策 

のみ 

４．経済的イ

ンセンテ

ィブ

※

 

①魚沼市独自の補助金 ・「住宅リフォーム支援事業補助金」 

【内容】定住促進を目的とした空き

家のリフォーム補助 

【対象】魚沼市に住民登録している

人（申請時点で市外居住し

ているケースも対象） 

△ 

リフォーム補助

あり 

②所得税の特別控除 

（国制度） 

・相続を機に空き家となった旧耐震基

準の住宅について、耐震改修または

除却を行なったうえで、家屋または

土地を売却した場合、譲渡所得につ

いて 3,000 万円の特別控除が適用

（相続日から起算して3年を経過す

る日の属する年の 12 月 31 日まで、

かつ特例適用期間の平成 28 年４月

１日～平成 31 年 12 月 31 日までに

譲渡）。 

（国実施） 

 

 

 

 

※インセンティブ 

目標を達成するための刺激や誘因のこと。  
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２－２－２－２－６６６６    空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ空き家等に関する現状・課題のまとめ    

ここまで整理した現状・問題の内容を踏まえ、本市における空き家に関する現状・課題を空

き家対策の３つの段階（「管理不全」「活用・流通」「予防」）ごとに整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【【【空き家の状況空き家の状況空き家の状況空き家の状況・・・・空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査】】】】    

●空き家の約 16％が不良空き家。その約 79％は「その他の空き家」。 

●築 25 年以上経過した空き家の不良空き家率が高い。 

●空き家の約４割は、適正に管理されていない。 

●空き家の約３割は、危険な状況を引き起こす懸念がある。 

●空き家の約４分の１は、何らかの損壊がみられる。 

【【【【空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査】】】】    

●対象物件のうち、約３分の１の物件が空き家に該当。 

●「長期不在」「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い。 

●約２割の物件は、誰も管理していない状況。 

●空き家の管理は「１年に数回程度～ほとんど何もしていない」ケースが多い。 

●空き家の冬期除雪や維持管理にかかる時間・資金・人材の確保が課題。 

●経済的な支援に加えて、情報提供や物件の仲介支援を希望する意見が多い。 

【【【【これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価】】】】    

●不良空き家等の除却にかかる解体工事費に対する補助制度はない。 

●不良空き家を解体した場合の固定資産税の減免措置はない。 

●空き家条例制定済み。 

●空き家の管理不全による事故、犯罪などのリスク低減が求められる中、一部では

「危険度の「危険度の「危険度の「危険度の高い不良空き家高い不良空き家高い不良空き家高い不良空き家」「」「」「」「管理者管理者管理者管理者不在の不在の不在の不在の空き家空き家空き家空き家」」」」などのケースが生じており、

大きな問題となっています。 

●これらの管理不全物件は、個人の財産であり、所有者等所有者等所有者等所有者等による対応が原則による対応が原則による対応が原則による対応が原則となる

ことから、空き家の空き家の空き家の空き家の所有者所有者所有者所有者等等等等に対する「管理不全の解消に向けた働きかけ」を強に対する「管理不全の解消に向けた働きかけ」を強に対する「管理不全の解消に向けた働きかけ」を強に対する「管理不全の解消に向けた働きかけ」を強

化化化化していく必要があります。 

【管理不全の視点【管理不全の視点【管理不全の視点【管理不全の視点】】】】課題課題課題課題１１１１    

空き家の空き家の空き家の空き家の所有者等に所有者等に所有者等に所有者等に対する対する対する対する「管理不全の解消「管理不全の解消「管理不全の解消「管理不全の解消に向けたに向けたに向けたに向けた働きかけ働きかけ働きかけ働きかけ」の強化」の強化」の強化」の強化    
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【【【【空き家の状況空き家の状況空き家の状況空き家の状況・・・・空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査】】】】    

●全住宅の約１割が空き家で、「その他の空き家」が増加傾向。 

【【【【空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査】】】】    

●対象物件のうち、約３分の１の物件が空き家に該当。 

●空き家以外の物件は、セカンドハウスや倉庫・物置としての利用が多い。 

●「長期不在」「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い。 

●空き家になって 10 年未満の物件が多い。 

●約２割の物件は、誰も管理していない状況。 

●空き家の管理は「１年に数回程度～ほとんど何もしていない」ケースが多い。 

●空き家の冬期除雪や維持管理にかかる時間・資金・人材の確保が課題。 

●回答者の約６割は何らかの利活用意向がある状況。 

●物件の売却・賃貸のほか、除却、跡地活用などを希望する意見が多い。 

●経済的な理由に加えて、年齢面や相談体制等が利活用の課題。 

●経済的な支援に加えて、情報提供や物件の仲介支援を希望する意見が多い。 

【【【【これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価】】】】    

●空き家の活用・流通に向けた空き家バンクや各種補助制度あり。 

●跡地・空き地の有効活用に向けた取組実績はない。 

●空き家所有者の約６割は、何らかの利活用意向をお持ちですが、「経済面「経済面「経済面「経済面や年齢面や年齢面や年齢面や年齢面

のののの制約制約制約制約」「」「」「」「相談体制・情報相談体制・情報相談体制・情報相談体制・情報のののの不足不足不足不足」」」」といった点が活用する際の課題となって活用が

進まないケースが多いことから、空き家所有者・地域住民と連携した「空き家等空き家所有者・地域住民と連携した「空き家等空き家所有者・地域住民と連携した「空き家等空き家所有者・地域住民と連携した「空き家等

の有効活用策」の有効活用策」の有効活用策」の有効活用策」を強化を強化を強化を強化していく必要があります。 

【活用・【活用・【活用・【活用・流通流通流通流通の視点の視点の視点の視点】】】】課題２課題２課題２課題２    

空き家所有者空き家所有者空き家所有者空き家所有者・地域住民と連携した・地域住民と連携した・地域住民と連携した・地域住民と連携した「空き家等の「空き家等の「空き家等の「空き家等の有効活用有効活用有効活用有効活用策」の強化策」の強化策」の強化策」の強化    
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【【【【本市の現状本市の現状本市の現状本市の現状】】】】    

●人口減少、少子高齢化がさらに加速。25 年後は、４割以上が高齢者に。 

●世帯規模は縮小傾向。世帯数は平成 17 年をピークに減少局面に移行。 

●「三世代同居」が減少する一方で「単身」「夫婦のみ」「ひとり親世帯」が増加。 

●「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢者のみ世帯」が増加。 

●人口の約７割は、「小出地域」「堀之内地域」「広神地域」に集積。 

●人口は全地域で減少しており、特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。 

●世帯数は全地域で減少しており、特に「入広瀬地域」「守門地域」の減少率が高い。 

●「入広瀬地域」「守門地域」の高齢化率が高い。 

【【【【空き家の状況空き家の状況空き家の状況空き家の状況・・・・空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査空き家等実態調査】】】】    

●全住宅の約１割が空き家で、「その他の空き家」が増加傾向。 

【【【【空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査空き家等所有者アンケート調査】】】】    

●対象物件のうち、約３分の１の物件が空き家に該当。 

●空き家以外の物件は、セカンドハウスや倉庫・物置としての利用が多い。 

●「長期不在」「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い。 

●空き家になって 10 年未満の物件が多い。 

●約２割の物件は、誰も管理していない状況。 

●空き家の管理は「１年に数回程度～ほとんど何もしていない」ケースが多い。 

●空き家の冬期除雪や維持管理にかかる時間・資金・人材の確保が課題。 

【【【【これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価これまでの空き家対策に関する実績評価】】】】    

●平成 26 年度に実態調査実施済み（今後は未定）。 

●所有者に対する働きかけは個別相談が主。 

●地域と連携して冬期の雪下ろしを実施している事例あり。 

●空き家のリフォーム補助制度あり。 

●人口・世帯数の減少に伴い今後も空き家が増加すると予想される中、「長期不在」「長期不在」「長期不在」「長期不在」

「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い「相続」をきっかけに空き家になるケースが多い「相続」をきっかけに空き家になるケースが多いことから、不良空き家化を予防

するために、空き家予備軍も対象にした「空き家の発生・管理不全の予防策」空き家予備軍も対象にした「空き家の発生・管理不全の予防策」空き家予備軍も対象にした「空き家の発生・管理不全の予防策」空き家予備軍も対象にした「空き家の発生・管理不全の予防策」をををを

強化強化強化強化していく必要があります。 

【【【【予防予防予防予防の視点の視点の視点の視点】】】】課題課題課題課題３３３３    

空き家空き家空き家空き家予備軍予備軍予備軍予備軍もももも対象にした対象にした対象にした対象にした「空き家の「空き家の「空き家の「空き家の発生発生発生発生・・・・管理不全の予防策管理不全の予防策管理不全の予防策管理不全の予防策」の強化」の強化」の強化」の強化    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

基本方針 

 

３３３３－１－１－１－１    前提条件前提条件前提条件前提条件【国指針１：対象地区等】【国指針２：計画期間】    

３－２３－２３－２３－２    基本方針基本方針基本方針基本方針【国指針１：空家等に関する対策に関する基本的な方針】    
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第３章 基本方針 

課題の解決に向けて、取り組むべき対策における前提条件として、対象とする地区、対象建

築物等の範囲および計画期間を示すとともに、対策に関する基本方針を以下のように定めます。 

なお、本項からは、法第６条に位置づけられた「空家等対策計画」の内容を記載するもので

あるため、これまで『空き家』と表記していたものを、以下すべて『空家』と表記します。 

３３３３－－－－１１１１    前提条件前提条件前提条件前提条件    【国指針１：対象地区等】【国指針２：計画期間】    

３－１－１ 計画の対象地区 

本計画の対象地区は「魚沼市全域」とします。 

３－１－２ 計画の対象とする空家等 

本計画の対象とする空家等の範囲を以下の通り定義します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

■語句の定義■語句の定義■語句の定義■語句の定義    

○空家等：○空家等：○空家等：○空家等：建築物（住宅以外の用途を含む。）又はこれに附属する工作物で居住その他

の使用がなされていないことが常態（基準となる期間は概ね 1 年間）であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む）。 

    特定空家等特定空家等特定空家等特定空家等    

・空家等のうち、以下のような管理不全状態にあると認められるもの 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

①空家等（①空家等（①空家等（①空家等（特定特定特定特定空家等を空家等を空家等を空家等を含む）含む）含む）含む）    

②空家予備軍（空家となる②空家予備軍（空家となる②空家予備軍（空家となる②空家予備軍（空家となる見込みのある住宅等見込みのある住宅等見込みのある住宅等見込みのある住宅等）））） 

・国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建築物等 

・建築物及び工作物が設置されていない土地（空地、資材置場、廃棄物置場等） 

対 

象 

外 

対 

象 

対象とする空家等の範囲 

空家 
予備軍 

空家等 

居住・利⽤あり 居住・利⽤なし 

居住物件等 

特定空家等 

←対象建築物等 
（赤枠内） 

管理不全状態 
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３－１－３ 計画期間 

本市の総合計画や都市計画マスタープランなどとの整合のもと、長期的な将来を展望しつつ、

計画期間を平成 29年度から平成 38年度までの 10年間とします。 

国から出される、「住宅・土地統計調査」のデータの公表時期等との整合を図りつつ、概ね

５年ごとに市内実態調査を行うとともに、具体的な取組の評価や検証を行いながら、必要に応

じて計画の見直しを検討します。 
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３３３３－２－２－２－２    基本基本基本基本方針方針方針方針    【国指針１：空家等に関する施策に関する基本的な方針】    

前述の課題整理で述べたとおり、空家を巡る問題・課題は、多岐にわたっています。 

また、「危険な不良空家の状態」「適正管理がされない状態」「空家の発生前～適正管理され

ている状態」など、個々の空家の置かれた状態によって、求められる対策も様々です。 

以上のことを踏まえ、空家対策の３つの段階（「管理不全」「活用・流通」「予防」）の視点か

ら、空家対策を総合的かつ計画的に推進していくための基本方針を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

課題課題課題課題    

 

基本方針基本方針基本方針基本方針    

【基本方針３】 

「予防対策「予防対策「予防対策「予防対策」」」」の取組    

「空家予備軍の空家化」「空家等の管理不全

化」を予防するために、空家等の実態把握に加

え、空家等に関する相談体制や地域との連携体

制を整えるとともに、「長期不在」「相続」をきっ

かけとした空家化を予防するために多世代同居

に対する支援にも取り組みます。 

【基本方針２】 

「活用・流通対策「活用・流通対策「活用・流通対策「活用・流通対策」」」」の取組    

まだ活用できる空家や空家除却後の跡地・空

地を有効活用するために、所有者等の活用意向

を掘り起こすための情報提供に加え、まちづく

りと連携した空家活用に取り組むとともに地域

が主体となって取り組む空家除却後の跡地・空

地の有効活用に対する支援にも取り組みます。 

【基本方針１】 

「管理不全対策「管理不全対策「管理不全対策「管理不全対策」」」」の取組    

危険な状態であるにも関わらず管理不全状態

で放置されている不良空家の除却を速やかに実

現するために、ネックとなっている費用面の支

援に取り組むとともに、所有者等による管理の

原則を前提に、条例に基づく行政指導（助言・指

導や勧告、命令や代執行）に取り組みます。 

基本的考え方基本的考え方基本的考え方基本的考え方    

 

●所有者等によ

る管理の原則

を前提とした

取組展開 

（代執行等の慎

重な運用） 

●空家条例の適

正な運用 

●地域・関連団

体等、関係者

との多様な連

携による総合

的な取組展開 

予防の視点予防の視点予防の視点予防の視点    

【課題【課題【課題【課題３３３３】】】】    

 

 

空家予備軍も対象

にした「空家の発

生・管理不全の予

防策」の強化 

活用・流通の視点活用・流通の視点活用・流通の視点活用・流通の視点    

【課題２】【課題２】【課題２】【課題２】    

 

 

空家所有者・地域

住民と連携した

「空家等の有効活

用策」の強化 

管理不全の視点管理不全の視点管理不全の視点管理不全の視点    

【課題【課題【課題【課題１１１１】】】】    

 

 

空家の所有者等に

対する「管理不全

の解消に向けた働

きかけ」の強化 
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第４章 

推進する対策 

 

４－４－４－４－１１１１    「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組    

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

４－２４－２４－２４－２    「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組    

【国指針５：空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項】 

４－４－４－４－３３３３    「予防対策」の取組「予防対策」の取組「予防対策」の取組「予防対策」の取組    

【国指針３：空家等の調査に関する事項】 

【国指針４：所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項】 
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第４章 推進する対策 

基本方針の内容を踏まえ、魚沼市において推進する空家対策について定めます。 

４－４－４－４－１１１１    「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組「管理不全対策」の取組    

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

 

【基本的な考え方】 

・アンケート調査によると、空家の除却に対する支援についてもニーズが見られることから、

所有者等による空家の除却に対する支援制度が必要となっています。 

・条例に基づく代執行については、代執行に係るコスト負担、モラルハザード

※

などの問題が

あることから、緊急性や公益性などを十分に考慮した慎重な運用を図ることが課題となって

います。 

・以上のような観点を踏まえ、「管理不全対策」として、次の４つの対策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モラルハザード 

危機に対する補償が、かえって危機回避を妨げてしまう状況のこと。また、そうした状況から生じる、規律や倫

理観の欠如のこと。  

【対策１】 

管理者意識の醸成・注意喚起 

【対策２】 

不良空家の除却に向けた支援の実施 

【対策３】 

貴重な資源である古材・古建具の活用 

【対策４】 

特定空家等への対応 

「「「「管理不全管理不全管理不全管理不全対策対策対策対策」」」」    
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４－１－１ 管理者意識の醸成・注意喚起 

・空家等を適正に管理することをはじめ、長期にわたる空家状態の解消に努めるなど、空家等

の所有者及び管理者の責務を明らかにします。 

・空家の所有者に対しては、適正管理や活用（売却・賃貸など）、除却などに関する情報提供、

相談・指導などの対応を通じて、管理者意識の醸成・注意喚起に取り組みます。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●空家の適正管理を促進するためのパンフレットの作成 

●適正管理に向けた相談・指導 

４－１－２ 不良空家の除却に向けた支援の実施 

・経済的な理由により不良空家の除却ができない世帯の解消に向けて、除却に対する支援策の

創設を検討します。 

・地域に危険を及ぼすおそれのある不良空家の発生を抑止するため、要因と考えられる放置され

た家財等の整理や分別を促進させるための地域協力体制を検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●低所得者等を対象とした不良空家の除却支援制度の検討 

●家財処分支援制度の検討 

４－１－３ 貴重な資源である古材・古建具の活用 

・豪雪に耐えた柱、梁、鴨居等の古材や、床板や建具などの古建具等を「魚沼の貴重な資源」

として有効活用していくために、民間と連携しながら古材・古建具の活用促進策を検討しま

す。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●古材や古建具等の活用促進策の検討 
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４－１－４ 特定空家等への対応 

・特定空家等に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「魚沼市空家等の適

正管理及び有効活用に関する条例」に基づく助言及び指導、勧告、命令、行政代執行等の措

置を適切に進めます。 

■特定空家等の判断基準及び状態の例 

１．「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」 

■建築物が倒壊等するおそれがある状態の判断基準 

項項項項        目目目目    判断基準判断基準判断基準判断基準    

建築物の著しい傾斜 

・部材の破損、基礎の不同沈下、柱の傾斜などを基に総合的に判

断 

建築物の構造耐力上

主要な部分の損傷等

（基礎及び土台） 

・基礎の破損や変形、土台の腐朽や破損、基礎と土台のずれなど

を基に総合的に判断 

建築物の構造耐力上

主要な部分の損傷等

（柱、はり、筋かい、

柱とはりの接合等） 

・構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいの腐朽や破損、

変形、柱とはりのずれなどを基に総合的に判断 

■屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある状態の判断基準 

項項項項        目目目目    判断基準判断基準判断基準判断基準    

屋根ふき材、ひさし又

は軒 

・全部又は一部において、屋根の変形、屋根ふき材の剥落、軒の

裏板やたる木等の腐朽、軒や雨樋のたれ下がりなどの発生、緊

結金具の著しい腐食などを基に総合的に判断 

外壁 

・全部又は一部において、壁体を貫通する穴が生じている、外壁

の仕上材料の剥落や腐朽、破損等による下地の露出、外壁のモ

ルタルやタイル等の浮きなどを基に総合的に判断 

看板、給湯設備、屋上

水槽等 

・看板の仕上材料の剥落、看板や給湯設備、屋上水槽、太陽光発

電設備等の転倒や破損、脱落、支持部分の腐食などを基に総合

的に判断 

屋上階段、バルコニー 

・全部又は一部において、腐食や破損、脱落、傾斜などを基に総

合的に判断 

門、塀 

・全部又は一部において、ひび割れや破損、傾斜などを基に総合

的に判断 

■擁壁が老朽化し危険となるおそれがある状態の判断基準 

項項項項        目目目目    判断基準判断基準判断基準判断基準    

擁壁 

・擁壁表面の水のしみ出しや流出、水抜き穴の詰まり、ひび割れ

の発生などの状況や程度、擁壁の地盤条件などを基に総合的

に判断   
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２．「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 

■建築物・設備等の破損等に関する例 

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況 

・浄化槽等の放置や破損等による汚物の流出や臭気の発生、排水等の流出による臭気の

発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状況 

■ごみ等の放置・不法投棄に関する例 

・臭気の発生、多数のねずみ、はえ、蚊等の発生により、地域住民の日常生活に支障を

及ぼしている状況 

３．「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」 

■周囲の景観と著しく不調和な状態に関する例 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている

状況 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状況 

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されてい

る状況 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している状況 

・敷地内にごみや資材等が散乱、山積したまま放置されている状況 

４．「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」 

■不特定の者が容易に侵入できるなど、地域の防犯上支障が生じている状態の例 

・門扉が施錠されていない状態で放置されている状況 

・外壁及び開口部において、人が侵入することの可能な大きさの戸、窓その他の開口部

が常時開放されている状況、外壁に人が侵入することの可能な大きさの穴、亀裂等が

生じている状況 

・塀、柵その他の敷地を囲む工作物において、人が侵入することの可能な大きさの穴、

亀裂等が生じている状況 

■建築物等の不適切な管理等に関する例 

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している状況 

■立木に関する例 

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散ら

ばっている状況 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている状況 

■空家等に住みついた動物等に関する例 

・動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生、動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気

の発生、敷地外への動物の毛や羽毛の大量の飛散、多数のねずみやはえ、蚊、のみ等

の発生、住みついた動物の周辺の土地や家屋への侵入、シロアリの大量発生や近隣の

家屋への飛来など、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状況 
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■特定空家等に対する措置の具体的な手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緊急に危険等を回避する必要が

ある場合 

対象建築物等の調査等対象建築物等の調査等対象建築物等の調査等対象建築物等の調査等（情報確認、外観調査、詳細調査） 

 

所有者等への情報提供・意向確認等所有者等への情報提供・意向確認等所有者等への情報提供・意向確認等所有者等への情報提供・意向確認等    

所有者等を確知 

できない場合 

継続調査 

過

失

な

く

所

有

者

等

を

確

知

で

き

な

い

場

合

（

次

頁

参

照

）

 

略式代執行略式代執行略式代執行略式代執行    

（法第 14 条第 10 項） 

・事前の公告 

・代執行に要した 

一切の費用の徴収 

相続財産管相続財産管相続財産管相続財産管    

理人の選任理人の選任理人の選任理人の選任

の手続きの手続きの手続きの手続き等等等等    

当該特定空家等の状態が

改善されない場合 

所有者所有者所有者所有者等に対する等に対する等に対する等に対する勧告勧告勧告勧告    

（法第 14 条第２項） 

所有者所有者所有者所有者等に対する助言・指導等に対する助言・指導等に対する助言・指導等に対する助言・指導    

（法第 14 条第１項） 

正当な事由がなく当該勧

告の措置をとらない場合 

行政代執行行政代執行行政代執行行政代執行（行政代執行法）（行政代執行法）（行政代執行法）（行政代執行法）    

（法第 14 条第９項） 

・文書による戒告 

・代執行令書による通知 

・代執行に要した一切の費用の徴収 

措置を履行しないとき、

履行しても十分でないと

き・期限までに完了する

見込みがないとき 

所有者所有者所有者所有者等に対する命令等に対する命令等に対する命令等に対する命令・・・・公表公表公表公表    

（法第 14 条第３～８、11・12 項） 

・所有者等への事前通知 

・公開による意見の聴取 

・命令の実施 

・標識の設置及び公示 

特定空家特定空家特定空家特定空家等の等の等の等の認定認定認定認定    

審議会審議会審議会審議会    ※※※※1111    

妥当性 

の審議 

審議会審議会審議会審議会    ※※※※1111    

妥当性 

の審議 

審議会審議会審議会審議会    ※※※※1111    

妥当性 

の審議 

注）建築物等の全部を除却する措置として行政代執行及び略式代執行を行う場合に

は、管理不全状態が景観支障だけの特定空家等については対象にできない。 

過料の対象 

命令違反 ⇒ 50万円以下 

固定資産税の特例（住宅用地

特例制度）の対象から除外 

審議会審議会審議会審議会    ※※※※1111    

妥当性 

の審議 

緊急安全措置等緊急安全措置等緊急安全措置等緊急安全措置等    

（条例※2による）    

過料の対象 

立入調査忌避 ⇒ 20 万円以下 

※1 審議会 

⇒ 今後設置予定の

(仮称)魚沼市特定

空家等審議会を

指す。 

※2 条例 

⇒ 魚沼市空き家等

の適正管理及び

有効活用に関す

る条例を指す。 
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参考：「参考：「参考：「参考：「過失なく所有者等を確知できない場合」として想定するケース過失なく所有者等を確知できない場合」として想定するケース過失なく所有者等を確知できない場合」として想定するケース過失なく所有者等を確知できない場合」として想定するケース    

■未登記の空家等（所有者不明）の場合の確知に対する取り扱い■未登記の空家等（所有者不明）の場合の確知に対する取り扱い■未登記の空家等（所有者不明）の場合の確知に対する取り扱い■未登記の空家等（所有者不明）の場合の確知に対する取り扱い    

・所有者等確認のため、法の規定に基づき、固定資産税情報のうち所有者等に関

する情報の開示請求を実施します。 

・開示された情報をもとに、所有者等を確認します。 

・固定資産税情報で所有者等を確定できない場合は、「過失なく所有者等を確知

できない」と判断します。 

■所有者不存在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不存在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不存在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不存在の場合の確知に対する取り扱い    

・法定相続人が相続放棄した旨を主張するなど、相続放棄による所有者不存在が

想定される場合は、固定資産税情報のうち所有者等に関する情報の開示請求を

行い、法定相続人全員の相続放棄の事実を確認します。 

・固定資産税情報で相続放棄の事実が確認できない場合は、家庭裁判所に相続放

棄の事実を照会します。 

・法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者が存在しないと判断し

ます。確認できない場合は、「過失なく所有者等を確知できない」と判断しま

す。 

■相続人の存在が明らかでない場合の確知に対する取り扱い■相続人の存在が明らかでない場合の確知に対する取り扱い■相続人の存在が明らかでない場合の確知に対する取り扱い■相続人の存在が明らかでない場合の確知に対する取り扱い    

・相続人の存在が明らかでないときは、家庭裁判所に民法の規定に基づき相続財

産の管理人の選任を請求します。（市が利害関係人でない場合は、検察官に当該

請求を依頼します。） 

・請求を受けた家庭裁判所により選任された相続財産の管理人が、相続人の捜索

の公告等の手続きを行います。 

・この手続きを行ってもなお相続人の存在が明らかでないときは、「過失なく所

有者等を確知できない」と判断します。 

■所有者不在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不在の場合の確知に対する取り扱い■所有者不在の場合の確知に対する取り扱い    

・所有者が確認できた場合であっても、所有者確認のため該当者に送付した配達

証明郵便が返送された場合は、「過失なく所有者等を確知できない」と判断しま

す。 
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４－２４－２４－２４－２    「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組「活用・流通対策」の取組    

【国指針５：空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項】 

 

【基本的な考え方】 

・魚沼市では、これまでも空家バンク制度やリフォーム支援に取り組むなどしてきましたが、

アンケート調査によると、空家所有者等の約６割の方が何らかの活用意向を持っている反

面、「経済面や年齢面の制約」「相談体制・情報の不足」といった点が活用を妨げる要因とな

っています。 

・このため、空家の利活用をより一層進めていくために、地域・関連団体等、関係者との多様

な連携による総合的な取組を展開していく必要があります。 

・また、アンケート調査によると、空家の跡地・空地に対する支援についても一部でニーズが

見られることから、地域等による跡地・空地の活用に対する支援制度の検討が必要となって

います。 

・以上のような観点を踏まえ、「活用・流通対策」として、次の３つの対策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

【対策１】 

活用意向の掘り起しに向けた情報提供の実施 

【対策２】 

空家を活用した住み替え・定住の促進 

【対策３】 

地域が主体的に取り組む跡地・空地活用に対

する支援の実施 

「「「「活用・流通活用・流通活用・流通活用・流通対策対策対策対策」」」」    
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４－２－１ 活用意向の掘り起しに向けた情報提供の実施 

・市民に対して、空家等の活用の啓発を行うことによって、新たな空家等の発生を抑制すると

ともに、空家等の所有者や管理者を対象に、より積極的な意識啓発、各種情報の提供など、

活用意向の掘り起しに向けた対策に取り組みます。 

・市内の建築等の専門家と連携して、空家の積極的活用に向けた提案・事例等に関する情報発

信に取り組みます。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●空家情報バンク制度に関する情報発信 

●空家活用の提案・事例に関する情報発信 

●空家リフォームに関するＳＮＳ

※

や動画を活用した情報発信 

４－２－２ 空家を活用した住み替え・定住の促進 

・現在実施している定住・住宅リフォーム等に関する各種支援制度を継続するとともに、空家

の活用による定住促進に向けた制度拡充を検討します。 

・子育て世帯や若年世帯の定住促進に向けて、住宅を新築しやすい環境を整えるために、空家の

除却に対する支援策の創設を検討します。 

・新たに転入してきた移住者が、地域になじみ、地域の担い手として活躍できるように、地域

と移住者が交流できる場や仕組みについて検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●定住・住宅リフォームに関する支援制度の継続・拡充の検討 

●子育て世帯や若年世帯の定住促進を目的とした空家除却支援制度の検討 

●地域と移住者が交流できる場づくりの検討 

４－２－３ 地域が主体的に取り組む跡地・空地活用に対する支援の実施 

・空家除却後の跡地・空地が、管理不全により地域に悪影響を及ぼさないよう、地域の主体的

なまちづくり活動の中で、空家の跡地・空地を広場や菜園等、コモンスペース

※

として共同

利用又は管理する取組を促進します。 

・空家等の除却や地域による管理に対する支援策は、国等が実施する空家等関連施策を活用し

た仕組みづくりを検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●不良空家等の除却、跡地・空地活用に対する支援制度の検討 

 

※ＳＮＳ 

social networking service の略。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援

する、インターネットを利用したサービスのこと。 

※コモンスペース 

集合住宅や住宅地などで、数戸程度の 住戸が共用するために設けられた道路・庭などの空間のこと。 
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４－４－４－４－３３３３    「予防対策」の取組「予防対策」の取組「予防対策」の取組「予防対策」の取組    

【国指針３：空家等の調査に関する事項】 

【国指針４：所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項】 

 

【基本的な考え方】 

・魚沼市では、平成 26 年に空家調査を実施していますが、今後は定期的に空家情報を更新す

るとともに、空家等を早期発見・把握するための地域と連携した仕組みづくりが必要となっ

ています。 

・空家化・管理不全化の予防は、所有者等による対応が原則となるため、所有者等に対する働

きかけの一環として、相談体制の確保に取り組むことが必要となっています。 

・一方で、所有者等が遠方に住んでいたり、高齢であったりする場合は、管理が困難になるケ

ースが見られます。このようなケースにも柔軟に対応できるよう、地域と連携した維持管理

のあり方について検討する必要があります。 

・また、「長期不在」「相続」をきっかけに空家になるケースが多いことから、多世代同居・近

居に対する支援に取り組むことも必要です。 

・以上のような観点を踏まえ、「予防対策」として、次の４つの対策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【対策１】 

空家の早期発見・把握の仕組みづくり 

【対策２】 

専門家と連携した空家相談体制の構築 

【対策３】 

地域との連携・協力の仕組みづくり 

【対策４】 

多世代同居・近居に対する支援の実施 

「予防対策「予防対策「予防対策「予防対策」」」」    
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４－３－１ 空家の早期発見・把握の仕組みづくり 

・市内における空家等の分布状況や管理状態等を把握し、迅速な情報収集および対策の実施に

結び付けるために、町会及び自治会に加えて民生委員や関係機関、民間事業者等との連携に

よる定期調査を概ね５年ごとに実施します。 

・関係者と空家情報を共有できる仕組みとすることで、非空家化（再入居・除却など）の情報

を空家データベースに随時反映できる仕組みづくりを検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●自治会等と連携した空家の定期調査の実施 

●空家情報のデータベース化・地図化 

    

    

    

    

    

 

■ 空家の調査、評価・判定、対策の大まかな流れ  

ステップ① 

情報確認    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ステップ② 

外観調査    

    

    

    

    

    

    

    

ステップ③ 

詳細調査 

    

    

    

    

    

    

    

特定空家等の認定    

    

    

    

    

管理不全対策の推進    

    

    

    

 
 
経過観察 
 
 
 
 

 

活用・ 

流通対策 

 

 

予防対策 

 

抽出された対象建築物等の外観調査 
（管理状態等の評価・判定） 

 総合評価：非常に悪い総合評価：非常に悪い総合評価：非常に悪い総合評価：非常に悪い    

                    悪い悪い悪い悪い    

総合評価：総合評価：総合評価：総合評価：良い良い良い良い    

総合評価が悪い対象建築物等の詳細調査 
 

概ね５年ごと概ね５年ごと概ね５年ごと概ね５年ごと

の定期調査の定期調査の定期調査の定期調査    

特定空家等特定空家等特定空家等特定空家等    

空家調査の範囲 

立入調査立入調査立入調査立入調査    所有者等の確認所有者等の確認所有者等の確認所有者等の確認    

該当物件該当物件該当物件該当物件    非該当物件非該当物件非該当物件非該当物件    

町会・自治会等による対象建築物等の抽出 
（対象建築物等の住宅地図上への図⽰） 

町会・自治会等による抽出情報の補足調査 
 
関係機関 

（水道・ガス・

消防等）の情

報との整合 

関係者への 

ヒアリング 

（民生委員

等） 

民間事業者 

（電気事業者

等）への照

会 

所有者調査 

（アンケー

ト等） 

関係者と情報関係者と情報関係者と情報関係者と情報

共有する共有する共有する共有することことことこと

でででで空家空家空家空家データデータデータデータ

をををを随時随時随時随時更新更新更新更新    
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４－３－２ 専門家と連携した空家相談体制の構築 

・空家等の所有者や管理者の相談に対応するため、建築、不動産、法律、金融等の幅広い分野

の専門家との連携のもと、空家の有効活用や相続問題などに関する相談体制整備を検討しま

す。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●総合的な空家相談窓口の設置 

●行政と民間（自治会、住宅関連業者等）との協力体制の構築 

●無料法律相談会や司法書士による相談会の開催 

●空家の管理・補修・解体などを請け負う空家管理事業者登録・紹介制度の検討 

４－３－３ 地域との連携・協力の仕組みづくり 

・空家等における冬期雪対策、犯罪・火災等の防止や発生時における所有者への迅速な連絡を

適切に実施するために、地域との連携協力の仕組みづくりを検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●行政間（市の空家担当窓口・消防・警察）の空家所有者情報等の共有化の検討 

●空家所有者情報等の登録制度の検討 

４－３－４ 多世代同居・近居に対する支援の実施 

・空家化の原因となる世帯分離を抑制するために、多世代同居に対する支援策の創設を検討し

ます。 

・空家を活用した親世帯と子世帯の近居に対する支援策の創設を検討します。 

・独居老人の施設入居に伴う空家化防止に対する支援策の創設を検討します。 

■具体的な取り組みイメージ（案） 

●同居・近居に対する助成制度の検討 
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〈このページ空白〉 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

対策の実施体制 

 

５－１５－１５－１５－１    市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制    

【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 

５－２５－２５－２５－２    関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制    

【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

５－３５－３５－３５－３    特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制    

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

５－４５－４５－４５－４    計画の検証と見直し計画の検証と見直し計画の検証と見直し計画の検証と見直し    

【国指針９：その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項】 
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第５章 対策の実施体制 

本計画の実現に向けて、空家対策の実施体制について定めます。 

５－１５－１５－１５－１    市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制市民等からの相談への対応体制    

【国指針７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項】 

 

・住民等からの相談への対応については、効率的な行政運営や市民への行政サービス向上の視

点から、相談窓口の一本化、情報の一元管理を図るとともに、庁内関係課や庁外の関係機関・

団体との情報共有・連携を進め、総合的かつ計画的な対策の検討、実践に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民等からの相談への対応体制（庁内組織名称は、平成 28 年度現在の名称） 

        

魚沼市魚沼市魚沼市魚沼市    

市市市市

民民民民

等等等等    

市民等からの相談市民等からの相談市民等からの相談市民等からの相談窓口窓口窓口窓口    

まちづくり室まちづくり室まちづくり室まちづくり室    

相談窓口の一本化、

情報の一元管理 

庁内庁内庁内庁内関係課関係課関係課関係課    

①①①①    

厚生室厚生室厚生室厚生室    

介護福祉室介護福祉室介護福祉室介護福祉室    

環境対策室環境対策室環境対策室環境対策室    

農林室農林室農林室農林室    

商工振興室商工振興室商工振興室商工振興室    

危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室    

企画政策室企画政策室企画政策室企画政策室    

税務室税務室税務室税務室    

北部振興事務所北部振興事務所北部振興事務所北部振興事務所    

都市整備都市整備都市整備都市整備室室室室    

⑥⑥⑥⑥    

所所所所

有有有有

者者者者

等等等等    

苦情・ 

相談等 

対応結果

の報告 

情

報

提

供

 

情報共有

対応検討

結果の 

情報共有 

対応 

関係機関・関係機関・関係機関・関係機関・団体団体団体団体    

庁内関係課に直接入った

情報も集約して一元管理 

連合自治会連合自治会連合自治会連合自治会等等等等    

魚沼市建築士会魚沼市建築士会魚沼市建築士会魚沼市建築士会    社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    

宅建協会魚沼支部宅建協会魚沼支部宅建協会魚沼支部宅建協会魚沼支部    警察警察警察警察    

③③③③    

情報共有

対応検討

ガス水道局ガス水道局ガス水道局ガス水道局    

消防本部消防本部消防本部消防本部    

④④④④    

③③③③    ⑤⑤⑤⑤    

②②②②    

相談等 相談等 
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５－２５－２５－２５－２    関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制関係部署等と連携した対策の実施体制    

【国指針８：空家等に関する対策の実施体制に関する事項】 

 

・空家等になる要因は、所有者等の状況によって多様であり、所有者や管理者という個人だけ

では解決できない課題を多く抱えています。 

・このため、空家等を所有者や管理者だけの問題として捉えるのではなく、地域のまちづくり

上の課題として捉え、市民、建築や不動産に関わる関係団体、行政の連携のもとで総合的な

対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関係部署等と連携した対策の実施体制（庁内組織名称は、平成 28 年度現在の名称） 

 

 

 

 

庁内関係課庁内関係課庁内関係課庁内関係課    

・都市整備室 

・税務室 

・北部振興事務所 

・ガス水道局 

・消防本部   など 

市民等からの市民等からの市民等からの市民等からの    

相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり室室室室    

（主管課） 

    

関係関係関係関係住民組織住民組織住民組織住民組織    

・連合自治会等 

 

関係機関関係機関関係機関関係機関・団体・団体・団体・団体    

・魚沼市建築士会 

・宅建協会魚沼支部 

・社会福祉協議会 

・警察 

連携 連携 

連携 連携 

連携 

連携 
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■対策の推進に向けた関係課・関係団体の役割分担（案） 

推進する空家対策 

 

具体的な取り組みイメージ（案） 

 
対策の推進に向けた庁内関係課・関係団体の役割分担（案） 

庁内関係課 関係団体 

(1)

管理

不全

対策 

①管理者意識の醸成・注意喚起 

 

●空家の適正管理を促進するためのパンフレットの作成 

●適正管理に向けた相談・指導 
 

●まちづくり室  

②不良空家の除却に向けた支援の実施 

 

●低所得者等を対象とした不良空家の除却支援制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室  

●家財処分支援制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 ●連合自治会等 

③貴重な資源である古材・古建具の活用 

 

●古材や古建具等の活用促進策の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 ●魚沼市建築士会 

④特定空家等への対応 

 

●空家条例の適正運用 

 

●まちづくり室  

(2)

活用 

・ 

流通

対策 

①活用意向の掘り起しに向けた情報提供の実施 

 

●空家情報バンク制度に関する情報発信 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●魚沼市建築士会 

●宅建協会（魚沼支部） 

●空家活用の提案・事例に関する情報発信 

●空家リフォームに関するＳＮＳや動画を活用した情報発信 
 

●まちづくり室 ●都市整備室 ●魚沼市建築士会 

②空家を活用した住み替え・定住の促進 

 

●定住・住宅リフォーム等に関する支援制度の継続・拡充の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●商工振興室  ●農林室 

 

●子育て世帯や若年世帯の定住促進を目的とした空家除却支援制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室  

●地域と移住者が交流できる場づくりの検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●北部振興事務所 

●連合自治会等 

③地域が主体的に取り組む跡地・空地活用に対

する支援の実施  

●不良空家等の除却、跡地・空地活用に対する支援制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 ●連合自治会等 

(3) 

予防

対策 

①空家の早期発見・把握の仕組みづくり 

 

●自治会等と連携した空家の定期調査の実施 

●空家情報のデータベース化・地図化 
 

●まちづくり室 ●税務室 

●北部振興事務所●ガス水道局 

●連合自治会等 

②専門家と連携した空家相談体制の構築 

 

●総合的な空家相談窓口の設置 

 

●まちづくり室  

●行政と民間（自治会、住宅関連業者等）との協力体制の構築 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●北部振興事務所 

●連合自治会等 

●魚沼市建築士会 

●宅建協会（魚沼支部） 

●無料法律相談会や司法書士による相談会の開催 

 

●市民生活室  ●厚生室 

●まちづくり室 ●介護福祉室 

●社会福祉協議会 

●魚沼市建築士会 

●宅建協会（魚沼支部） 

●空家の管理・補修・解体などを請け負う空家管理事業者登録・紹介制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●魚沼市建築士会 

●宅建協会（魚沼支部） 

③地域との連携・協力の仕組みづくり 

 

●行政間（市の空家担当窓口・消防・警察）の空家所有者情報等の共有化の検討 

 

●まちづくり室 ●消防本部 

●北部振興事務所 

●警察 

●空家所有者情報等の登録制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 ●連合自治会等 

④多世代同居・近居に対する支援の実施 

 

●同居・近居に対する助成制度の検討 

 

●まちづくり室 ●都市整備室 

●介護福祉室 
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５－３５－３５－３５－３    特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制特定空家等に対する措置などを審議する体制    

【国指針６：特定空家等に対する措置】 

 

・特定空家等の認定にあたっては、所有者等の権利を制限する側面もあることから、学識者を

含む審議会として「(仮称)魚沼市特定空家等審議会」を設置し、公正な審議、判断を行いま

す。 

・特定空家等の認定にあたっては、建築や不動産をはじめとした多岐の分野に関わるため、各

分野の専門家が参画した委員構成を基本とします。 

■(仮称)魚沼市特定空家等審議会の概要（案） 

項項項項        目目目目    概要概要概要概要    

審議事項 

・特定空家等の認定 

・特定空家等に対する措置 

・その他、特定空家等に対する措置に関して必要な事項 

委員構成（案） 

■各分野の専門家（法務、不動産、建築、福祉、医療関係者 等） 

■学識者                           など 

５－４５－４５－４５－４    計画の検証と見直し計画の検証と見直し計画の検証と見直し計画の検証と見直し    

【国指針９：その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項】 

 

・空家等対策計画の実施にあたっては、計画の進捗状況や成果を適時・適切に評価し、必要に

応じて柔軟に対応していくことが求められています。 

・このため、本計画の推進にあたっては、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を採用します。 

・具体的には、計画（Plan）を実行（Do）に移し、結果・成果を評価（Check）したうえで、改

善・改良（Action）を加え、計画内容の改定へとつなげていくことを目指します。 

・計画内容の改定にあたっては、法第７条に定める協議会や庁内検討会議を開催しながら、各

種の評価や検証、具体的な見直し案の立案を行うことを基本とします。 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＰＰＰＰlan（計画） 

・計画づくり 

ＤＤＤＤo（実行） 

・管理不全対策 

・活用・流通対策 

・予防対策 

ＡＡＡＡction（改善） 

・取組内容の改善・改良 

・計画の見直し内容の検討 

ＣＣＣＣheck（評価） 

・空家実態調査や所有者アンケート

による現状・課題の把握・評価 

・対策の進捗状況の把握・評価 
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参考資料 

１．１．１．１．計画策定の体制及び経過計画策定の体制及び経過計画策定の体制及び経過計画策定の体制及び経過    

（１）魚沼市空家等対策計画検討協議会 委員名簿 

（敬称略） 

区分 分野 氏名 備考 

学識経験者 

（委員長） 

都市計画 樋口 秀 

長岡技術科学大学工学部環境社会基盤工学専攻 

社会基盤デザイン講座 准教授 

教育方法開発副センター長 

専門家 

（副委員長） 

建築 遠藤 徳一 

(一社)新潟県建築士会 北魚沼支部 

魚沼市建築士会 会長 

専門家 建築 佐藤 建志 小出商工会青年部 建設業 

専門家 建築 川岸 弘和 新潟県 南魚沼地域振興局 地域整備部 建築課 

専門家 不動産 那須 博昭 (公社)新潟県宅地建物取引業協会 魚沼支部 

専門家 不動産 渡部 四郎 

新潟県土地家屋調査士会 長岡支部 

小出ブロック 

関係団体 商工 井口 政秀 魚沼市商工会連絡協議会 小出商工会 会長 

関係団体 福祉 坂大 優 (福)魚沼市社会福祉協議会 

関係団体 

まちづく

り 

石井 健友 

(前：浅井 重吉) 

魚沼市まちづくり委員会 

関係団体 警察 青木 充 小出警察署 地域課長 

地域住民  星野 元 連合自治会長（根小屋） 

地域住民  小林 繁 連合自治会長（羽根川） 

地域住民  三友 武久 連合自治会長（上ノ原） 

地域住民  佐野 栄一 連合自治会長（滝之又） 

地域住民  大平 信昭 連合自治会長（長鳥） 

地域住民  酒井 義男 連合自治会長（平野又） 
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（２）魚沼市空家等対策計画庁内検討会議 委員名簿 

（敬称略） 

課名等 室名等 係名等 職名 氏名 分野別項目 

総務課 
危機管

理室 

危機管理

係 
係長 山田 正明 都市防災、防犯 

企画政

策課 

企画政

策室 

総合政策

係 
係長 小島 勉 土地の総合利用・開発規制 

税務課 税務室 
固定資産

税係 
係長 横山 勝敏 土地の評価、家屋の評価 

北部振興事務所 
地域づく

り班 
主任 佐藤 陽二 地域コミュニティ、定住・移住 

福祉課 

厚生室 
生活支援

係 
係長 津端 隆 

生活保護者世帯支援、空き家予防 

（生活保護者） 

介護福

祉室 

高齢者支

援班 
係長 小西 政勝 高齢者世帯支援、空き家予防（高齢者） 

環境課 
環境対

策室 

環境対策

班 
係長 大桃 英幸 生活環境の保全、公害対策 

農林課 農林室 
木材活用

推進係 
係長 富永 勝巳 定住・移住、空き家活用 

商工観

光課 

商工振

興室 

商工振興

班 
係長 浅井 宏一 定住促進、商工業振興 

ガス水

道局 
業務課 営業係 主任 田沢 昇 ガス・水道の利用状況 

消防本

部 
警防課 警防係 係長 山之内 和之 地域防災計画、安全管理 
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（３）策定の経緯 

 

 開催時期 開催テーマ 検討箇所 

第１回

庁内 

会議 

平成 28 年 

９月 15 日 

・目的、スケジュールの確認 

・「魚沼市の空き家に関する問題・課題」についての意見

交換 

・市民アンケート調査実施のご報告 

序章～第１章 

第１回

検討 

協議会 

９月 30 日 

・目的、スケジュールの確認 

・「魚沼市の空き家に関する問題・課題」についての意見

交換 

・市民アンケート調査実施のご報告 

序章～第１章 

第２回

庁内 

会議 

11 月２日 

・前回会議のご意見の確認 

・「課題～基本方針～推進する空き家対策」についての意

見交換 

計画骨子案 

第３回

庁内 

会議 

12 月９日 

・前回会議のご意見の確認 

・市民アンケート調査結果の確認 

・「空き家等に関する課題・基本方針・推進する空き家対

策」「対策の推進に向けた関係課・関係団体の役割分担」

についての意見交換 

計画素案 

第２回

検討 

協議会 

12 月 22 日 

・前回会議のご意見の確認 

・市民アンケート調査結果の確認 

・「空き家等に関する課題・基本方針・推進する空き家対

策」「対策の推進に向けた関係課・関係団体の役割分担」

についての意見交換 

計画素案 

第４回

庁内 

会議 

平成 29 年 

１月 26 日 

・前回会議のご意見の確認 

・「推進する空き家対策」「対策の推進に向けた関係課・関

係団体の役割分担」についての意見交換 

計画最終案 

第５回

庁内 

会議 

２月 16 日 

・前回会議のご意見の確認 

・計画最終案のとりまとめ 

・計画概要版・広報用資料の検討 

計画最終案 

第３回

検討 

協議会 

３月９日 

・前回会議のご意見の確認 

・計画最終案のとりまとめ 

・計画概要版・広報用資料の検討 

計画最終案 

 

パブリックコメント（平成 29 年６～７月） 

 

「魚沼市空家等対策計画」の策定 

  



参考資料 

‐52‐ 

（４）パブリックコメントの結果 

◆募集期間 

平成 29 年 6 月 12 日（月）から平成 29年 7月 11 日（火）まで 

◆公表・閲覧 

ホームページ、各市民センター、北部振興事務所、入広瀬分室、所管課 

◆提出された意見及び公表する意見の件数 

提出者数： 0人 

意 見 数： 0件 
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２．２．２．２．その他参考資料その他参考資料その他参考資料その他参考資料    

（１）アンケート調査 

 

空き家等に関するアンケート調査票空き家等に関するアンケート調査票空き家等に関するアンケート調査票空き家等に関するアンケート調査票    

『●●地区●●番地』の建物についてお答えください。『●●地区●●番地』の建物についてお答えください。『●●地区●●番地』の建物についてお答えください。『●●地区●●番地』の建物についてお答えください。    

問１：建物の利用状況について教えてください。（当てはまるもの１つ１つ１つ１つに○） 

１．１．１．１．常時利用している 

２．２．２．２．時々利用している（１年に数回程度） 

３．３．３．３．時々利用している（数年に１回程度） 

４．４．４．４．特に利用していない 

問２：問１で「１」「２」と回答された方のみお答えください。 

利用している用途について教えてください。（当てはまるもの１つ１つ１つ１つに○） 

１．１．１．１．居住用として利用している    ２．２．２．２．倉庫・物置として利用している 

３．３．３．３．週末や休暇時に寝泊りするセカンドハウス等として利用している 

４．４．４．４．人に貸している         ５．５．５．５．その他（              ） 

 

問１で「１」「２」と回答された方は、これで調査は終わりです。同封の返信用封筒にて問１で「１」「２」と回答された方は、これで調査は終わりです。同封の返信用封筒にて問１で「１」「２」と回答された方は、これで調査は終わりです。同封の返信用封筒にて問１で「１」「２」と回答された方は、これで調査は終わりです。同封の返信用封筒にて

ご返送ください。（「３」「４」と回答された方は、これ以降の設問にもお答えください。）ご返送ください。（「３」「４」と回答された方は、これ以降の設問にもお答えください。）ご返送ください。（「３」「４」と回答された方は、これ以降の設問にもお答えください。）ご返送ください。（「３」「４」と回答された方は、これ以降の設問にもお答えください。）    

問３：建物を利用していない理由はなんですか。（当てはまるもの全て当てはまるもの全て当てはまるもの全て当てはまるもの全てに○） 

１．１．１．１．別の家に住み替えた       ２．２．２．２．借家だったが借り手がいなくなった 

３．３．３．３．相続したが利用していない    ４．４．４．４．長期不在（施設入居、入院、転勤など） 

５．５．５．５．居住用に取得したが住んでいない ６．６．６．６．その他（              ）    

問４：現在の利用状況になってどの程度の期間が経ちますか。（直接記入してください） 

   現在の利用状況になって、約                    年経過 

問５：建物や敷地の維持管理は主に誰がしていますか。（当てはまるもの１つ１つ１つ１つに○） 

１．１．１．１．所有者、家族、親族       ２．２．２．２．近所の人や友人などの知り合い 

３．３．３．３．維持管理を請け負う建築業者   ４．４．４．４．維持管理を請け負う不動産業者 

５．５．５．５．誰も維持管理をしていない    ６．６．６．６．その他（              ） 

  

    問問問問２２２２    にお進みくださいにお進みくださいにお進みくださいにお進みください。。。。    

    問問問問３３３３    にお進みくださいにお進みくださいにお進みくださいにお進みください。。。。    

（問２（問２（問２（問２は回答しなくて結構ですは回答しなくて結構ですは回答しなくて結構ですは回答しなくて結構です））））    
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問６：建物や敷地の維持管理はどの程度の頻度で行っていますか。（当てはまるもの１つ１つ１つ１つに○） 

１．１．１．１．週に１回以上          ２．２．２．２．月に１回以上    

３．３．３．３．２～３ヶ月に１回        ４．４．４．４．１年に数回程度    

５．５．５．５．数年に１回程度         ６．６．６．６．ほとんど何もしていない 

問７：建物や敷地の維持管理の面で困っていることはありますか。（当てはまるもの３つ３つ３つ３つに○） 

１．１．１．１．遠方に住んでおり維持管理が困難 ２．２．２．２．高齢のため維持管理が困難    

３．３．３．３．冬期の除雪の負担が大きい    ４．４．４．４．業者に委託する資金が不足 

５．５．５．５．近隣から苦情がある       ５．５．５．５．どこに維持管理を頼めば良いか分からない 

６．６．６．６．敷地が雑草やごみで溢れている  ７．７．７．７．建物の老朽化が激しく倒壊などが心配 

９．９．９．９．特に困っていない        10101010．．．．その他（             ） 

問８：今後、建物や土地を利活用したいと思いますか。（当てはまるもの１つ１つ１つ１つに○） 

１．１．１．１．利活用の予定がある           

２．２．２．２．具体的な予定はないが、将来的には利活用したい 

３．３．３．３．条件次第で利活用したい    

４．４．４．４．利活用したくない、利活用できない 

問９：問８で「１」「２」「３」と回答された方のみお答えください。 

どのように利活用したいとお考えですか。（当てはまるもの３つ３つ３つ３つに○） 

１．１．１．１．自分が住む住宅         ２．２．２．２．子どもが独立した後に住む住宅 

３．３．３．３．親族が住む住宅         ４．４．４．４．別荘やセカンドハウス 

５．５．５．５．賃貸用の住宅(人に貸したい)   ６．６．６．６．売却用の住宅(人に売りたい)    

７．７．７．７．店舗              ８．８．８．８．倉庫・物置 

９．９．９．９．事務所や作業所などの仕事場   10101010．．．．集会場など地域のための場所 

11111111．．．．建物を取り壊して跡地を有効活用（例：駐車場など） 12121212．．．．市で広場等として利用してほしい 

13131313．．．．利活用の方針は決まっていない  14141414．．．．その他（              ） 

  

    問問問問９９９９    にお進みくださいにお進みくださいにお進みくださいにお進みください。。。。    

（問（問（問（問 10101010 は回答しなくて結は回答しなくて結は回答しなくて結は回答しなくて結

構です構です構です構です））））    

    問問問問 10101010    にお進みくださいにお進みくださいにお進みくださいにお進みください。。。。    
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問 10：問８で「４」と回答された方のみお答えください。 

利活用したくない、利活用できない理由はなんですか。（当てはまるもの３つ３つ３つ３つに○） 

１．１．１．１．資産としてこのまま保有していたい  ２．２．２．２．他人に貸すことに不安がある    

３．３．３．３．修繕や清掃など、他人に貸すための準備ができない ４．４．４．４．経済的理由から利活用や取り壊し・建て替えすることが難しい 

５．５．５．５．高齢のため利活用することが難しい  ６．６．６．６．権利者が複数いるため、自分だけでは決められない 

７．７．７．７．借地であり、土地を地主に返す必要がある ８．８．８．８．どこに相談したら良いか分からない 

９．９．９．９．空き家の利活用に対して関心がない  10101010．．．．その他（               ） 

問 11：空き家に対してどのような支援策が必要だとお考えですか。（当てはまるもの３つに○） 

１．１．１．１．公的な支援策に関する情報提供  ２．２．２．２．賃貸・売買するための仲介支援 

３．３．３．３．冬期の除雪に対する支援     ４．４．４．４．利活用する際のリフォーム支援 

５．５．５．５．空き家を取り壊すための支援   ６．６．６．６．建築・不動産の専門家の紹介    

７．７．７．７．地域の活動拠点（ボランティア活動や福祉活動など）として活用するための支援 

８．８．８．８．飲食店などの店舗として活用するための支援    

９．９．９．９．特にない            10101010．．．．その他（              ） 

問 12：その他、空き家に関するご意見がございましたらご記入ください。 

 

 

 

 

    

質問質問質問質問は以上です。は以上です。は以上です。は以上です。同封の返信用封筒にてご返信ください。同封の返信用封筒にてご返信ください。同封の返信用封筒にてご返信ください。同封の返信用封筒にてご返信ください。    

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。    
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（２）空家等対策の推進に関する特別措置法の概要及び条文 
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